
１．財政投融資を活用している事業の主な内容

２．財政投融資計画額等
（単位：億円）

３．当該事業に関する政策コスト分析の試算値

① 政策コスト （単位：億円） ③ 経年比較分析（対前年度実績増減額の算出） （単位：億円）

② 投入時点別政策コスト内訳 （単位：億円）

④ 感応度分析（前提条件を変化させた場合） （単位：億円）

（注）　各欄は単位未満四捨五入の端数処理により、合計において合致しない場合がある。

※
1
　国の収入（国庫納付等）は、収入がある場合マイナス計上する。　例：△100億円…100億円の国庫納付等を表す。
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単純増減

73

元年度 2年度 増　減区　　　分

2.国の収入（国庫納付等）　※
1 -          -          

19                       

53                       11                       

実質増減
（②-①）

△28     

3.出資金等の機会費用分 30        △1       △31     
経年比較
（調整後）

政
策
コ
ス
ト

1.国の支出（補助金等） 24        12        △43     

①分析始期の調整
（分析始期を2年度分
析に合わせた結果）

②前提金利の調整
（元年度の前提金利で

再試算した結果）

-          

△12     

【実質増減額の要因分析】
　○ 政策コストの増加要因
　　・なし

　○ 政策コストの減少要因
　　・医療業務費用削減による減　（△14億円）
　　・退職手当に係る補助金等の減　（△13億円）
　　・その他（需要見込の変更による減等）　（△1億円）

① 分析期首までに投入された
　出資金等の機会費用分

24        14        △11     

    1～3 合計＝政策コスト (A)　 53        11        △43     

区　　　分 元年度 2年度 増　減

分析期間（年） 33年      32年      

47                       

 (A) 政策コスト 【再掲】 53        11        △43     

国の支出（補助金等） 24        12        △12     

② 分析期間中に新たに見込
　まれる政策コスト

29        △3       △32     

  診療業務に係る新棟の整備及び医療機器の整備を行い、国民の健康に重大な影響のある加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究及
び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を一体的に機能させ、国民に対してより良い医療を適切に
提供する。

※
2
　前提金利（割引率及び将来金利）をマイナス金利政策導入前（平成28年1月28日）における国債流通利回りを基に算出した場合。

２．国の収入

（国庫納付等）　※
1

３．出資金等の
機会費用

 (A) 政策コスト
【再掲】

マイナス金利政策

導入前ケース　※2 増減額 １．国の支出
（補助金等）

剰余金等の機会費用分 5          △15     △20     

出資金等の機会費用分 -          -          -          

国の収入

（国庫納付等）　※
1 -          -          -          

△1年     
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４．分析における試算の概要及び将来の事業見通し等の考え方

（単位：百万円）

５．補助金等が投入される理由、仕組み、国庫納付根拠法令等

６．特記事項など

（参考）当該事業の成果、社会・経済的便益など　

［試算の概要］
　　・　対象範囲の事業は、国民の健康に重大な影響のある加齢に伴う疾患に係る医療の提供を行うために必要な国立研究開発法人国立長寿医療研究
　　　センターが行う建物整備及び医療機械設備である。
　　・　事業規模については、令和元年度から令和３年度までの総額38億円を対象としており、分析期間は当該事業に係る借入金償還までの33年間とな
　　　っている。
［将来の事業見通しの考え方］
　　・　政策コストの増減に影響が大きい診療業務収入と診療業務支出の推計を財政法28条資料の計数が推移するものとして記載。
　　　それ以降は令和３年度末に建物（病棟）が完成するが、診療業務収入は厳しめに試算して令和２年度の数値を一律に、診療業務支出は人件費を
　　　段階的に削減するにあたり、部長級医師の削減（５名程度）及び医師地域手当の逓減（15％から6％へ）を反映して計上。
　　・　診療報酬改定については未確定要素のため反映していない。

　（理由）
　　　加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことによ
　　り、国の政策医療として、加齢に伴う疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するため。
　（根拠法令）
　　　独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第４６条
　（財源措置）
　　　第四十六条 政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額
　　を交付することができる。

　【国庫納付根拠法令】
　　　高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律（平成２０年法律第９３号）第２０条第１項及び第2項
　（積立金の処分）
　　　第二十条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間（以下この項において「中長期
　　目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金
　　があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第
　　三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
　　次の中長期目標の期間における当該国立高度専門医療研究センターが行う第十三条から前条までに規定する業務の財源に充てることができる。
　２　国立高度専門医療研究センターは、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があ
　　るときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
　３　（略）

・　「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」（平成20年法律第93号）の規定に基づき、旧国立高度専門医療センター特別会計
　が運営していた国立長寿医療センターは独立行政法人国立長寿医療研究センターに移行され、その後「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の
　施行に伴う関係法律の整備に関する法律」（平成26年法律第67号）第130条の規定に基づき、国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとなった。
・　新棟更新整備において国からの補助金等のほか、地方公共団体より元年度から3年度末までに総額10億円の補助金を受け入れることとしている。

２．研究
　　　認知症の発症メカニズムの解明、日常生活の自立度の低下を防ぐための研究などを推進するとともに、加齢変化を医学、心理学、運動生理学、栄養
　　学等の広い分野にわたって長期的に調査・研究を行っている。
　　　①　世界初の血液バイオマーカーの実用化に向けた取組を鋭意推進
　　　②　アルツハイマー病先制治療薬開発を推進し、企業導出協議の実施
　　　③　若年期から老齢期までを一本でつなぐ世界初のコホート研究実施
　　　など、センターが担う疾患、特に認知症（アルツハイマー病）に関して、本態解明、予防、診断、治療法の開発に取り組み、医療の推進に大きく貢献

１．診断・治療
　　　高齢者に特有な疾患に関する高度先駆的医療技術を提供するとともに、高齢者に対する有効性や安全性の向上を目指した長寿医療の標準化を行
　　っている。
　　　①　センターの研究成果や、国内外の研究施設及び医療機関等の知見を集約し、高齢者に特有な疾患の予防、診断、治療及び機能低下の回復の
　　　　　ための高度先駆的医療を提供
　　　②　研究所と病院の連携による臨床研究の成果を踏まえ、長寿医療の標準化を推進するため、最新の科学的根拠に基づいた医療を行い、既に有効
　　　　　性が示されている既存の医療技術についても、高齢者に安全な低侵襲手技による手術、高齢者に最適な薬物療法等、高齢者に対する有効性や
　　　　　安全性の向上を目指した長寿医療の標準化
　　　③　認知症に関する医療及び包括的支援を提供するとともに、モデル的な在宅医療の提供
　　　④　世界初の画期的な外来として、フレイル、サルコペニア、ロコモに対する包括的診療の実施
　　　⑤　感覚器センターにおける五感検査の実施

年　　度 26 27 28 29 30

（見込み）

3 4

6,345

３．教育研修
　　　国内外の有為な人材の育成拠点となるよう、加齢に伴う疾患に対する医療及び研究を推進するにあたり、リーダーとして活躍できる人材を育成する。
　　　①　認知症サポート医養成研修　（令和元年度は６回開催・受講者数1,305名。平成17年度開始からの受講者数累計は11,255名）
　　　②　認知症初期集中支援チーム員研修　（令和元年度は５回開催・受講者数1,669名。平成27年度開始からの受講者数累計は10,046名）
　　　③　高齢者医療・在宅医療総合看護研修　（令和元年度は１回開催・受講者数166名。平成26年度開始からの受講者数累計は1,175名）
　　　④　コグニサイズ指導者研修　（令和元年度は２回開催・受講者数65名。平成27年度開始からの受講者数累計318名）
　　　⑤　コグニサイズ実践者研修　（令和元年度は２回開催・受講者数159名。平成27年度開始からの受講者数累計720名）
　　　⑥　排尿研修　（令和元年度は１回開催・受講者数22名。平成30年度開始からの受講者数累計は51名）

・・・

6,776

診療業務支出 5,304 5,291 5,894 5,958

診療業務収入 5,616 5,723 6,012 6,5025,555

元 2

6,270 6,269 ・・・5,250 6,1956,207

（実績） （計画） （試算前提）

33

7,0617,061 7,061 7,061 ・・・



【政策コストの推移】

（単位：億円）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度

36 71 50 53 11

40 33 42 24 12

- - - - -

△4 38 8 30 △1出資金等の機会費用

政策コスト分析結果の概要

年度
政策コスト（総額）

国の支出（補助金等）

国の収入（国庫納付等）

【政策コストの推移の解説】

・ 診療業務に係る病棟等の整備及び医療機器の整備を行うため、国からの補助金（運営費交付金等）や、国から

の出資金等の機会費用が政策コストとなる。

【政策コスト分析結果（令和2年度）に対する財投機関の自己評価】

・ 令和２年度においては、医療業務費用削減及び政策医療に係る運営費交付金の減により政策コストが減少

している。財務の健全性の観点から問題がないものと考える。

・ 感応度分析（前提金利をマイナス金利政策導入前）によって得られた政策コストの変化幅については、基本

ケースに比べて18億円の政策コスト増となっている。今後、金利の上昇化においても、影響の大きい医療業務

費用の削減に努めていく。

△50

△30

△10

10
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70
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23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度

（単位：億円）

≪（国研）国立長寿医療研究センター≫
出資金等の機会費用

国の収入（国庫納付等）

国の支出（補助金等）

政策コスト（総額）

（注） 各年度の政策コストについて、推計に適用される金利等の前提条件は異なる。



　（参考）貸借対照表、損益計算書

貸借対照表 (単位：百万円)

科目 30年度末実績 元年度末見込 2年度末計画 科目 30年度末実績 元年度末見込 2年度末計画

（資産の部） （負債及び純資産の部）
流動資産 3,866 3,709 3,909 流動負債 2,464 2,234 2,285
　現金及び預金 2,633 2,363 2,540 　運営費交付金債務 123 - -
　医業未収金 999 1,123 1,139 　預り寄附金 135 146 156

　未収金 159 149 157 　一年以内返済長期借入金 51 71 186
　たな卸資産 54 54 54 　買掛金 254 330 334
　その他流動資産 20 20 20 　未払金 1,307 1,089 1,007
固定資産 14,613 17,703 17,626 　未払消費税等 17 17 17

　有形固定資産 14,595 16,027 16,009 　前受金 128 128 128

　　建物 9,695 9,247 9,101 　預り金 122 122 122
　　構築物 234 214 194 　仮受金 0 - -
　　医療用器械備品 711 1,048 987 　未払費用 0 0 0
　　その他器械備品 655 503 274 　引当金
　　車両 2 1 0 　　賞与引当金 326 330 335
　　土地 3,294 3,294 3,294 固定負債 7,668 11,189 11,240
　　建設仮勘定 - 1,717 2,156 　資産見返負債 680 922 1,159
　　その他有形固定資産 3 3 3 　　資産見返運営費交付金 337 313 232
　無形固定資産 17 13 10 　　資産見返補助金等 309 199 88
　　ソフトウェア 13 10 6 　　資産見返寄附金 34 24 14
　　電話加入権 0 0 0 　　建設仮勘定見返施設費 - 328 555
　　その他無形固定資産 4 4 3 　　建設仮勘定見返補助金等 - 59 270
　投資その他の資産 1 1,662 1,608 　長期借入金 5,537 7,253 7,219
　　長期貸付金 5 5 5 　長期未払金 1,278 1,179 1,080
　　返還免除引当金 △ 5 △ 5 △ 5 　引当金 174 1,835 1,781
　　破産更生債権等 11 11 12 　　退職給付引当金 108 1,769 1,715
　　貸倒引当金 △ 11 △ 11 △ 12 　　環境対策引当金 66 66 66
　　退職給付引当金見返 - 1,661 1,608 （負債合計） 10,131 13,422 13,524

資本金
　政府出資金 10,334 10,334 10,334
資本剰余金 △ 2,153 △ 2,223 △ 1,991
　資本剰余金 2,936 3,100 3,570
　その他行政コスト累計額 △ 5,089 △ 5,322 △ 5,561
　　減価償却相当累計額(△) △ 4,867 △ 5,100 △ 5,339
　　除売却差額相当累計額(△) △ 222 △ 222 △ 222
利益剰余金又は繰越欠損金 166 △ 121 △ 331
　前中期目標期間繰越積立金 473 166 -
　当期未処理損失（△） △ 306 △ 287 △ 210
（うち当期総損失（△）） △ 306 △ 287 △ 210

（純資産合計） 8,347 7,990 8,011
資産合計 18,478 21,412 21,536 負債・純資産合計 18,478 21,412 21,536

（注1）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

損益計算書
科目 30年度実績 元年度見込 2年度計画

経常費用 11,903 12,014 12,068
　業務費用 11,849 11,959 12,009
　　研究業務費 1,018 1,191 1,269
　　臨床研究業務費 3,527 3,143 3,032
　　診療業務費 6,468 6,750 6,843
　　教育研修業務費 322 275 275
　　情報発信業務費 70 68 69
　　一般管理費 444 533 521
　その他経常費用 54 54 59
経常収益 11,591 11,726 11,857
　運営費交付金収益 2,754 2,802 2,811
　業務収益 8,460 8,522 8,697
　　研究業務収益 30 17 17
　　臨床研究業務収益 1,635 1,408 1,408
　　診療業務収益 6,598 6,901 7,076
　　教育研修業務収益 190 188 189
　　その他業務収益 6 8 7
　その他経常収益 377 402 349
経常損失 △ 313 △ 288 △ 210
臨時損失 4 1,758 -
　固定資産除却損 4 - -
　その他臨時損失 - 1,758 -
臨時利益 10 1,758 -
　その他臨時利益 10 1,758 -
当期純損失 △ 306 △ 287 △ 210
当期総損失 △ 306 △ 287 △ 210
（注）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

　　　

(単位：百万円)


